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審議会等の会議結果報告

１．会議名 平成２９年度 第１回津市社会教育委員会

２．開催日時
平成２９年５月１７日（水）

１３：３０～１６：００

３．開催場所 津図書館 視聴覚室

４．出席した者の氏名

（社会教育委員）

（委員）辻本委員長、松本副委員長、赤塚委員、河合委員、内田委

員、伊藤委員、平野委員、古市委員、前田委員、水谷委員、

大原委員

（事務局）

倉田教育長、國分教育次長、森学校教育・人権担当理事、伊

藤教育研究支援課長、外岡人権教育課長、西川津図書館長、

中条大学総務課長、米山生涯学習課長、松永公民館長、小島

青少年担当副参事、敷地教育研究支援課担当主幹、永合人権

教育担当主幹、前川生涯学習担当主幹、山口生涯学習担当副

主幹

５．内容

あいさつ

報告事項

（１）教育委員会事務局の人事異動について

（２）三重県社会教育委員連絡協議会ブロック理事の選出について

協議事項

（１）津市生涯学習振興計画 進捗管理チェックリスト平成２８年度

実績報告及び平成２９年度実施計画案について

（２）平成２９年度社会教育関係団体の事業計画案・収支予算案につ

いて

（３）社会教育委員の活動について

その他

６．公開又は非公開 公開

７．傍聴者の数 なし

８．担当

教育委員会事務局生涯学習課 生涯学習振興担当

電話番号 ０５９－２２９－３２４８

Ｅ-mail  ２２９－３２４８@city.tsu.lg.jp 

・議事の内容   下記のとおり

事務局 本日は、津市社会教育委員会の開催をお願いさせていただきましたところ、御多忙

中にもかかわらず、御出席いただきまして誠にありがとうございます。

 それでは、会議の開催に先立ちまして、倉田教育長より御挨拶申し上げます。

倉田教育長 皆さん、こんにちは。前任の石川教育長の後を受けまして、教育長をしております、

倉田と申し上げます。改めましてよろしくお願いします。本日、お忙しい中、お集

まりいただきまして、ありがとうございます。明日、津市議会において総合計画を

御審議いただく、全員協議会が開かれます。おそらく教育は議員さんの関心も高い

ので、御質問いただくのではないかなと準備しておるわけなんですけど、議員さん

だけではなく、市民の皆さんの声を市長は、各地域へ行って地域懇談会をさせてい

ただいております。その中でも公民館のこととか、放課後児童クラブなどが全員協

議会の場でもでるのではないかと考えるところでございます。市長の方も子どもの

ことにつきましては、よく市長はチルドレンファーストという言葉を使っていただ

いて、非常に子育て、教育に力を入れていただいております。また、学校教育だけ

でなく、放課後児童クラブ等の放課後の子どもの居場所つくりは、市民の関心も高

いですし、市長もこのへんにお考えをいただいているところでございます。
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本日は、協議事項が３点ほどございます。教育の方も総合計画を踏まえて、教育振

興ビジョンについても、本年度策定することとなっております。次期の教育振興ビ

ジョンの策定の際には、皆様方の御意見をいただきながら、進めてまいりたいと考

えております。本当に日頃お世話になっておりますことにお礼申し上げると伴に、

これからも、お世話になることをお願い申し上げまして、簡単ではございますが、

本日の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。

事務局 それでは、事項書に従いまして、会議を進めてまいりたいと思います。

本日の出席者は１１名です。委員の過半数の方に出席していただきましたので津市

社会教育委員会運営規則第４条第２項の規定により会議が成立しておりますこと

をご報告申し上げます。それでは、運営規則第３条第３項により、委員長が会議の

議長となると規定されていますので、ここからは辻本委員長よろしくお願いいたし

ます。

辻本委員長 それでは、只今から会議を進めてさせていただきます。皆様方の御協力をいただか

ないと、前にすすまないと思いますので、よろしくお願いします。本会議は、津市

情報公開条例第２３条の規定に基づき公開とし、議事録は津市ホームページでも公

開させていただきますのでよろしくお願いいたします。それでは、事項書に従って

進めてまいります。「２ 報告事項（１）教育委員会事務局の人事異動について」

です。事務局説明をお願いします。

事務局 それでは、「教育委員会事務局の人事異動について」ご説明申し上げます。今年度

も ４月１日付けで人事異動がございました。教育委員会事務局の主な内容につき

ましては資料１をご覧いただきたいと思います。それでは、本日の会議に出席して

おります職員のみ御紹介させていただきます。

改めまして、教育長の倉田でございます

教育次長の國分でございます。学校教育・人権担当理事の森でございます。

教育研究支援課担当主幹の敷地でございます。人権教育担当主幹の永合でございま

す。生涯学習課長の米山でございます。津図書館長の西川でございます。

大学総務課長の中条でございます。青少年担当副参事の小島でございます。

公民館事業担当副参事の松永でございます。

当委員会の担当は、生涯学習課の前川と山口でございます。

よろしくお願いします。

辻本委員長 どうもありがとうございました。教育長さんもお代わりになられたということで、

私たちも、新しい気持ちで頑張っていきたいと思います。それでは、「報告事項（２）

三重県社会教育委員連絡協議会ブロック理事の選出について」です。事務局から説

明をお願いします

事務局 それでは、三重県社会教育委員連絡協議会ブロック理事の選出について御報告申し

上げます。資料２をご覧ください。津市は中ブロックのＡグループに所属しており

まして、毎年輪番で理事を選出しております。資料の裏面をご覧いただきますと、

今年度の理事選出の市町が掲載してあります。今年度の理事の選出につきまして、

４月２４日開催の協議会において、昨年度に引き続き、松本委員様を選出すること

に決定をいたしましたのでご報告申し上げます。また、東海北陸社会教育研究大会

が平成３１年度に三重で開催されます。これに向けて、県教育委員会において、開

催準備実行委員会を組織する予定とのことでございます。この実行委員会のメンバ

ーは各市町の代表者を予定しているとのことでありますので、今後、依頼があれば、

辻本委員長を推薦したいと考えております。

辻本委員長 今、三重県社会教育連絡協議会のブロックの理事の選出についてでございますが、
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事務局から説明がございました。この決定につきましては、４月２４日に協議会で、

この事項をテーマとして挙げまして、１０名の方のご賛成をいただき、副委員長の

松本さんに理事として出ていただくことに決定しました。皆さん全員には諮ってい

ないんですが、時間的に余裕がなくその連絡協議会で決めさせていただきました。

続きまして、３ 協議事項（１）津市生涯学習振興計画 進捗管理チェックリスト

平成２８年度実績報告及び平成２９年度実施計画案についてですが、前回の会議

で、実績報告についての中間報告をお聞きしましたが、今回は２８年度の評価と２

９年度の目標を検討する意味で協議をさせていただきます。

それでは、事務局の説明をお願いします。

事務局 それでは、津市生涯学習振興計画進捗管理チェックリストについて、御説明申し上

げます。資料３をお願いします

このチェックリストは、平成２５年度から平成２９年度までを計画期間とした津市

生涯学習振興計画を具体的に推進していくために、毎年度点検していくものです。

前回、２月２４日の社会教育委員会では、中間報告を御協議いただきましたが、今

回は３月末の実績報告という形で、２８年度の取組内容と成果・課題につきまして

と、平成２９年度の事業内容、目標ついての御協議をお願いしたいと思います。

今回、事前に資料をお送りさせていただいておりますことから、時間の関係もござ

いますので、説明は割愛させていただきます。

それでは、只今から御協議をいただき、その結果を踏まえまして、津市のホームペ

ージで公開したいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。事務局からの説明

は以上です。

辻本委員長 ありがとうございます。今、事務局から説明がありましたが、今までの会議では、

ここの部分が時間を占めておりまして、ほとんどがこの説明に終わってしまうとい

うことでしたので、それを踏まえまして、前もって皆様に資料を届けさせていただ

きました。皆様方がお読みいただいて、前回の協議会のときにも考え方なり質問を

整理してきていただいておりますので、それに伴って話を進めてまいりたいと思い

ます。それでは、始めますが、これはかなり分厚いので、区切って話をさせていた

だきたいと思います。２ページをご覧いただきますと４つのカテゴリーがございま

す。これに沿って話を進めてまいりたいと思います。学習機会の拡充、学習情報の

収集・提供、学習活動の支援、社会教育施設等の整備・充実のカテゴリーに沿って

進めてまいります。３ページの１の学習環境の充実から１３ページの生涯学習情報

の提供の前までで、御意見、御質問がありましたらどうぞ。

辻本委員長 よろしいですか。はいどうぞ。

古市委員 ６ページをお願いします。地域における人権教育ということで、１点目は広がれと

いう面で、出前講座でその他の団体とはどのような団体から依頼があるのかという

ことと、それから２点目に２８年度４月に障害者差別解消法が施行されましたが、

昨年度は人権の年でもありまして、６月にはヘイトスピーチの対策法並びに１２月

には、部落差別の解消法が施行されました。そういう点も踏まえて、昨年度は障害

者差別の解消の理解を広めていくということでしたけれども、そういう観点からそ

の二つも理解を広めていく講座をしていってほしいと思います。これら３つとも、

理念法ですので、その取り組みは各市町に任されています。だから津市においても

その取組に充実を図っていってほしいと思います。

辻本委員長 どうもありがとうございました。今の古市委員からの話ですけれども、28 年度に

二つの法律が新しく施行されました。そういう意味で人権に関するテーマの講座

を、それに向かって考えてみてはどうかというようなことだと思いますが、どうぞ

よろしくお願いします。
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永合人権教育

担当主幹

失礼します。人権教育課主幹永合です。先ほど二点のご質問がありましたので、そ

のことについてお答えさせていただきます。

まず一点目、広がりがあったということで報告があったんですが、その他の団体と

は、というご質問なんですが、このその他の団体という部分では、いろんなその例

えば老人会であったりとか、地域の自治会であったり、あるいは、芸濃町でいえば

町づくりの会であるとか、それぞれ各地域でいろんな活動団体があって、そこで人

権についての啓発を、出前授業ということでさせてもらっております。あるいは中

学校区のブロックなんかでＰＴＡの方が幼小中と集まってもらう、そういう会でも

ご依頼いただきまして、人権教育課の方から指導主事が出向きまして啓発の講演会

あるいは講座をさせてもらってるということです。

二点目についてなんですけど、昨年度 4 月に障害者差別解消法、6 月に本邦外出身

者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、それとあと

12 月に、先ほど言っていただいた部落差別解消の推進に関する法律というのが出

来たんですけれど、昨年度も 12 月にこの部落差別の解消法の施行を受けまして、

昨年度も 4 回、出前授業じゃなくて、人権教育講演会という形で、4 つの地域で講

師を迎えて講演会をさせていただきました。で、ヘイトスピーチ禁止法の方ですけ

れども、こちらのほうも出前講座をさせてもらう中でヘイトスピーチのことについ

て伝えさせてもらったりと、そういうふうな啓発をさせてもらっています。で、先

ほどご意見いただいたように、昨年度 3 つの法律が出来たんですが、なかなか法律

は出来たんですが、このことについて周知はしているんですが伝わっていない部分

がたくさんあるので、その部分も含めて教育講演会であったり、あるいは自分たち

がいろんな集会や研修会の場に出向かさせてもらって、こういう法律が出来たとい

うことを伝えていきたいなと考えております。以上です。

辻本委員長 どうもありがとうございました。こちらの説明を受けまして、津市の場合は結構、

昨年度も今までやってきた出前講演会とはプラスして教育講演会を４地区やった

と。さらに人権講座、出前講座の中でもそれを踏まえた講座を開いていると、いう

ようなご説明をいただきました。それでよろしかったでしょうか。はい、どうもあ

りがとうございました。

ほかに、どなたかございませんか。

大原委員 大原と申します。よろしくお願いいたします。8 ページなんですけれども、専門講

座について確認をさせていただきたいと思うんですが。27 年度と 28 年度、それぞ

れ歴史講座とか文学講座、またその特別講座を開催していただいてるんですが、こ

れの告知方法というのは、どういった内容で市民の方には知らせていただいている

んでしょうか。それと、実施報告といいますか、その事後に関しまして、これこれ

こういう催しが行われたけれども、大体どれくらいの人数の方がどのように参加さ

れたっていう結果報告というのは、どういった形で一般のひとが知ることができる

のでしょうか。と、申しますのも、催された内容に関しまして市民の方が例えば『広

報津』で読まれたとしますと、次は自分も行ってみようかなという気持ちになるよ

うな、ちょっとした広報も必要なのではないかと思うんですが。それに関してはい

かがなものでしょうか。お尋ねしたいと思います

辻本委員長 どうもありがとうございました。専門講座に関しましてご質問がございました。よ

ろしくお願いします。

米山生涯学習

課長 

生涯学習課長の米山です。専門講座の周知、告知の方法についてご質問いただきま

した。これにつきましては、『広報津』、市のＨＰ、そういったところを中心に案内

をさせていただいております。それで実施の報告につきましては、確かに言われる

通り、こういう機会、社会教育の報告の中で人数などの実績は報告させていただい

てますけど、一般の方はなかなか知ることができないと思います。で、ひとつ思う
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のは、そこで使っていた会議の資料ですとか、そういうものをＨＰなどにアップで

きれば。ちょっと先生の著作ですとかは微妙なところもあるんですけど、概要です

とかを載せることによって、こういうことやってるんだと知ることもできるし興味

もわくような、そういうことも少し検討したいなと思っております。

大原委員 ありがとうございました。

辻本委員長 どうもありがとうございます。告知については今ふたつの方法でやっていると。事

後報告については、今のところその機会が少ないんだけれども、ＨＰの活用をして

いきたい、というようなことでよろしいですか。はい、ありがとうございました。

ほかにどなたか。

松本副委員長 ３ページの公民館の講座のほうで、28 年度からはこれまでの家庭教育支援とか町

づくりにプラスして思春期の児童生徒の保護者を対象とした講座を開くというこ

とで、それに向けて取り組んでいただいたようなんですが、具体的にどういう方が

参加されてどういう講座だったのかを教えてください。

辻本委員長 お願いします。 

松永公民事業

担当副参事 

公民館事業担当副参事の松永です。高校生になった子供対象の講座ということで、

初めて 28 年度にやっていこうという形で、方向性を出させていただきました。で、

いろいろ検討させていただいたんですけど、子供たちの家庭での食育ということを

目的といたしまして、心と体に優しい手作りのお菓子を保護者に学んでいただく講

座というものを開催しております。年間 10 回の講座でございまして、受講生は 12
名の方がご参加をいただきました。以上でございます。

辻本委員長 はい、ありがとうございました。今の説明では、家庭における子供を含めた食育を

テーマにした講座を、12 名の方で年 10 回やっておられるということで、よろしい

ですかね。ありがとうございます。

ほかにどなたか。

松本副委員長 4 ページの、地域に根差した生涯学習のところで、ボランティアとして講座を受講

された方がボランティアとして活躍するという場所を設けていただいているとい

うことで、ここに書いていただいているんですけど、こういった方に交通費を支給

するとか、そういう検討とかはどうでしょうか。一応、自分たちが学んできたこと

を伝える側にまわった時に、講師としては出来ないけど、人に伝える役割をしてい

くという意味では、これからどんどんそういう人たちを活用というか活躍する場所

を作っていっていただきたいなと思うんですが、交通費とか実費の部分とかが支給

される制度があるといいなと思うんですけど、いかがでしょうか。

辻本委員長 おねがいします。

松永公民事業

担当副参事 

公民館副参事です。ご指摘いただいた点というのはですね、今私共の大きな課題の

一つとしてとらえております。ボランティアというものの活動というものは、非常

にいろんな部署が幅広く進めている課題だと思います。当然ながら公民館におきま

しても、公民館講座で学んでいただくだけでなく、そのあとで地域に、学んだこと

を返してほしいということで、常々お願いしておりますし、そういったことを目的

として講座を立ち上げとるという事実もあります。で、その中で具体的に中央公民

館でも、先ほどの家庭教育の関係でもボランティアの育成を長く続けておりました

し、最近ではパソコンの指導ボランティアというのを、公民館が中央に移転してパ

ソコンの配備があることから、三年ほど続けていて、去年初めてそういうグループ
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が出来て、実際無償で講座をやっていただいております。僕らも、せめて交通費で

も、という思いはあります。けれども、一部の方にだけお支払するっていう制度が、

生涯学習課としては持ち合わせておりませんので、すべての方にお支払するのもな

かなか難しい部分がございます。ボランティアといっても様々です。例えば、公民

館のお掃除をしていただくボランティアから、ほんとに無償で講師までやっていた

だく方まで、様々な方がボランティア活動としてご協力いただいてますので、自分

どもは整理をさせていただいて、なんとか、せめて講師の無償ボランティアの方だ

けでも、交通費なりをお支払する形で整理ができればなあ、というふうにいま中で

話し合いをしている最中でございます。

辻本委員長 どうもありがとうございます。非常にボランティアの活動の中で、今質問があった

ようなケースは非常に難しい問題だと思います。これはボランティアの精神という

ところから見れば現状がいいのかというような面もあるんですけど、ある一面では

何か考えた方がいいかなというケースもございますので、その辺はケースバイケー

スで考えていただくということで、よろしいですか。

はい、おねがいします。

河合委員 先ほどのご質問に関して私も思いますのに、ボランティアっていう言葉から支給で

きないということがもう何年も続いているんですね。それをもう少し人材の育成と

活用について、もうちょっと柔軟的に考えて、せっかく意欲ある人たちの活用の仕

方が、ちょっと津市はまだまだ進んでないんじゃないかなっていう気持ちを大きく

します。ですから、もちろん先ほどの説明で、ボランティアはいろいろあるので、

どちらにお金を払ってどちらに払わないかっていうのは難しい問題だと思うんで

すけどね。ただ何々養成講座っていうのを作られたときに、その後スキルアップな

さった方たちについて、あなたたちはボランティアですよって市のほうから言われ

るんですね。でもそれはちょっと違うんじゃないかと思うんです。養成してそれだ

けの勉強とそれからスキルを身につけられた方をもう少し丁重に扱っていただけ

たらいいなというふうに思います。それは今後、今日ここで出ていませんけど、人

材育成のところでまたお話させていただきたいと思うんですけど、ボランティアと

いう言葉があるからとかボランティアは無償だからとか、決めつけてしまわない

で、人材育成についてもう少しいろいろなお考えを検討していただければ嬉しく思

います。ありがとうございました。

辻本委員長 どうもありがとうございます。じゃあ他に。どうぞ水谷委員。

水谷委員 図書館さんにお尋ねしたいと思います。最近県外とか三重県の図書館でも被害があ

ったようですが、津市の図書館はまだそういったことを聞いてないんですが、大丈

夫でしょうかっていうことと、その対策っていうのは取られているのかなと思って

おります。それともう一つ、12 ページですが、29 年度の事業内容・目標の中に、

「図書館においては、図書館の役割や子どもと本を結びつけることなどについて考

える講座を開催予定です。」これはどういった講座を検討されているのかお聞きし

たいなと思っております。

辻本委員長 ありがとうございます。図書館、よろしくお願いします。

西川図書館長 津図書館長西川です。一点目の切り取り事件でございますが、事象があった 5 月 3
日に、９館ございますが、すべて点検いたしまして被害がないということで、そう

いうふうになってました。そのあと三重県のほうで事象が出たということで、再度

点検をしまして被害がないということでございました。そのあと、どういった対応

をとっとるかといいますと、関係あった学校史、資料等については閉架書庫のほう

に各館一度全部引かせていただいて、しばらくそういう形で対応することと、あと
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まあ、もちろん館内の見廻りの強化とですね、本の貸し出しするときとか返却する

ときとかですね、よく見るという話とですね、まあそういったところで今のところ

は対応していくつもりです。二点目でございますが、図書館においての、図書館の

役割や子どもと本を結びつけることなどについて考える講座を開催予定でござい

ますけれども、今までもですね、いろんな親子の対応しとる講座はやっとるんです

けど、例えば仕掛けで楽しむ手作り絵本の教室ですとか、親子で触れ合えるような

形の講座を、今のところ考えておる次第でございます。以上でございます。

辻本委員長 どうもありがとうございます。二つの質問があったわけですけど、県の図書館であ

ったような事象につきましては津の図書館ではなかったと。それについての対策

は、学校史については外に展示は今のところしないと。それから館内の見回りをも

っと強化していく、というような対策を取っているというようなことでした。それ

から 29 年度の目標の中の、講座を開催する予定だというところで、具体的には親

子の手作り絵本を楽しむ教室、ですかね、そういうことをやってくということのよ

うですが、さらに新しい講座を開催する予定であれば、またできたところで具体的

にお話をいただければというふうに思います。水谷委員よろしいですか。はい、あ

りがとうございました。

水谷委員 今、嬉しいことをおっしゃってもらいました。親と子の触れ合う絵本の講座という

ことで、絵本に携わっている私にはとっても嬉しいことだと思って喜んでおりま

す。それと、次の 13 ページなんですが、昨年度から、ご存知だと思いますが、本

に出会える町で賞というのが実施されました。絵本コンクールといいますので、や

はりちょっと絵本のレベルの向上ということを、皆さん期待されるんですが、絵本

を作るということは、先ほども仕掛け絵本を親子で楽しむと言われましたが、基本

的には、向上するのはもちろんのことですが、やはり楽しんで絵本を作っていただ

くということが、まず基本かなって。そこから、これなら自分もできる僕もできる

私もできるというようなことで、人数も増えていくんじゃないかなというような気

がしております。今回も講座の方をしていただいて、とてもありがたいことですが、

そういう面も含めて、また本に出会えるまちで賞、選外じゃなくて、ああ楽しいな

とか、そういうような方面からも見ていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

辻本委員長 ありがとうございます。いま 13 ページの絵本のところのお話でしたけれども、先

ほどの図書館で考えておられる講座と、この手作り絵本の講座ですね、これとの関

連は今後考えておられるんでしょうか。そのへんはいかがですか。

西川図書館長 図書館長です。今のところ、この手作り絵本教室というのは今年で 8 回目になりま

すので、これについてはいつも一般の公募とですね、あとその手作り絵本の作って

いただいた中でも出品していただけるようになってますので、もちろん教室で楽し

く作っていただいた絵本を出品していただく形となっております。以上です。

辻本委員長 ありがとうございます。水谷さんのところでは、そうすると応募してくるところも

増えるということに考えられますよね。そうすれば非常にありがたいことなんで。

水谷委員 はい。

辻本委員長 私、ここに本に出会えるまちで賞という賞ですけれども、できれば、津の街を歩け

ば絵本が降ってくるというくらいの方法があればいいかなあと思っているような

ところなんですが。期待しているところでございます。

水谷委員 賛成です。
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辻本委員長 ほかに、何かございますか。13 ページまではよろしいでしょうか。では時間もあ

りませんので、これで前へ進めさせていただきます。

続きまして、13 ページの１の(2) １生涯学習情報の提供というところから 18 ペ

ージの２地域の人材育成の前にかけてご意見がございましたら、またお聞かせいた

だきたいと思います。よろしくお願いします。

赤塚委員 すみません。公民館の募集案内の件なんですけど、毎回発行されておるんですけど

も。実はその中で、一つの講座につきましては３年間を限度にして受講をしてくだ

さいという案内があるわけなんですけど、これは公民館を設置してある地域による

かとは思いますけど、3 年間終わって 1 年間休んで、また受講できるという公民館

も実はありましてですね。この 3 年間で縛っておる、そういう運用をしているので

あれば、あまり意味が無いんじゃないかなと。ていうのがありまして、その件につ

いては、例えば人口の少ない公民館でしたらやむをえないかも分かりませんけど、

例えば津市のものが河芸公民館なんかに、もう合併して 10 年経つんですけど、そ

のように運用をしているのが、実際あるわけなんですけども、その運用に関しまし

て、公民館でばらつきがあるように感じておるんだけども、その点についてはいか

がでしょうか。お伺いします。

辻本委員長 今の質問に関して、公民館長。

松永公民館事

業担当副参事 

公民館事業担当副参事でございます。委員おっしゃいますように、公民館講座は 3
回を上限として受講ができるというように条件を設けております。で、今ご指摘を

いただきました 1 回休んだらまたリセットになるというお話でしたが、もしそれが

事実であれば、私共の周知の仕方が悪かったかなあというふうに思います。そもそ

もこの 3 回の制限を付けているといいますのは、例えば 4 回目 5 回目学んだ方と、

初めて学ぶ方を一緒の講座でやるということは、基本的になかなか難しいかなとい

うところが一点ございます。公民館講座は基本的には初めての方を対象とした講座

でございますので、3 回で制限するというのは、そこからはご自分で自主講座を立

ち上げていただいたり、あるいはいろんな各団体で自主活動を行っていただいたり

して欲しいなあ、という考え方がまずひとつと、それからいつまでも同じ講座を公

民館でやっとるというのも、これはこれでやっぱりいかがかなあと。やはり時代に

応じて、地域のニーズに応じて講座の内容は変えていくべきだということで、こう

いう制度が、もうずいぶん前ですけど作られたわけです。ただ、地域によっては高

齢化が進んでなかなか受講者が集まらない、4 回目 5 回目というのは認めてほしい

という声があるのも事実です。で、それの対応としてですね、例えば今年からなん

ですけども、美杉ではですね、公民館講座の既存の枠、既存の考え方をちょっと考

え直して、例えば高齢者の喜んでいただくような講座を単発で、各地域をローテー

ションして回るような講座であるとか、地域によってそういう工夫っていうのはど

んどんしていきたいなというふうには考えておりますし、今年度から取り組みたい

と思っております。以上です。

辻本委員長 どうもありがとうございました。赤塚委員、よろしいですかね。

私の経験ですけれども、私は旧津市ですね。一志の高岡公民館に受講生として行っ

ております。で、これがですね、最初ここに書いてあるように 3 年間保証されるか

なあと思っておりましたら、1 年でクビになりました。悪いことをしたわけじゃな

いんですけども、何か次年度の公募をするときにですね、最初から全部公募しちゃ

ったんですね。ですから 1 年生も 2 年生も 3 年生の方も、もう一回公募のやり直

しだということでやってしまったんで、あまり講座生が多いもんですから、くじ引

きになります。で、私たちはクジに外れて 1 年で終わることになったという経験が

あるんですけれども。そこで、これはたまらんということで、1 年目でしたけどサ

ークルを作りました。講座を離れてサークルを作ったんですね。で、そこの高岡公
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民館でサークルとして現在も活動をしておりますけれども、むしろサークルのほう

が今活性化しております。講師は同じです。先生は同じなんですけど、今館長さん

がおっしゃったように、3 年目の人と初めて入ってきた人との間の、その、私は手

打ちうどん・そば教室というのに行ってるんですが、3 年目の方と 1 年目の方とで

は技術が違うんですね。そうするとやはり 1 年目の方に焦点を置いた教え方をせな

いかんわけですけど、それが 4 年 5 年になってくるとさらに開くだろうと。やはり

サークルというものを立ち上げたらいいんじゃないかなあと思うんですけど。だか

ら、芸濃町だから芸濃町の人だけだというんではなくて、一志の人が芸濃町に自分

の求める講座があればそこへ入っていくと、いうようなことでいいんじゃないか

と、また可能だというように思いますので、その辺はおおいに交流したらいいかと

思いますけどね。そんなふうで、よろしいですかね。ということでございます。

ほかに、ございますか。

赤塚委員 すみません。それからもう 1 点なんですけど。公民館の発表会の件なんですけど。

今年も広報を見てますと、44 の公民館が講座を募集してます。そのうち、平成 28
年度 12 月現在では 28 館が文化祭を開催しました、ということで、29 年の 1 月か

ら 3 月の間に何館文化祭をされたか分かりませんけれども、その前は、平成 27 年

度は 35 館しかしなかったということで、やはり公民館で津市から財政援助を得た

講座生が、やはり年に 1 回くらいは自分が習ったことを発表する場があった方が、

生徒さんのほうも気合が入るというか、ただ単に習い事してしゃべって帰っていく

ということじゃなしに、やはり発表会となるとそれなりに気持ちも違いますので、

なぜ 44 館の公民館で募集しておって、こういう少ない数字になっているんかなあ

と疑問に思ってますし、例えば美杉のほうであれば、美杉の拠点の公民館だと思う

んですが、そういう広い公民館に各地の公民館の方が集まっていただいて発表会を

すると、よその地域とのレベルの差というか、そんなんも分かって非常にいいよう

に思うんですけど、その点についてどうですかねえ、みなさん。10 年前の合併す

る以前の公民館の体制がまだまだ今も引きずってきてるんじゃないかなあと。自分

が行ってたことがありますもんで、通ってるんですけど。それに関していかがでし

ょうか。よろしくお願いします。

松永公民館事

業担当副参事 

公民館事業担当副参事でございます。あのご指摘のようにですね、地域によって文

化祭の開催状況というのは異なっております。ちなみに最終の数字で 30 館で文化

祭の開催をしておりまして、参加団体は 872 団体、来場者数は 41,819 人というこ

とで、数字のほうがまとまってまいりました。やってない地域というのは、わりと

北部が多うございます。河芸・芸濃・美里については公民館の文化祭としては開催

をしておりません。ただ河芸なんかですと公民館と文化協会がかなり密接になって

おりまして、大規模な文化祭をやっておるんですけど、主催が文化協会になってお

ったりですとか、地域の事情によって異なっている部分がございます。例えば美里

は文化祭が無いんですけども、やろうとして努力したこともあったんですけども、

なかなかサークルですとか講座生の皆さんの思いが統一できなかったという経緯

がございますんで、なるべく文化祭なり発表の場というのは、公民館だろうが文化

協会だろうが主催はどこでも結構だと思うんですけど、そういう場が増えるように

ですね、私共としても、取り組んでまいりたいと思っております。

辻本委員長 ありがとうございました。よろしいでしょうかね。

赤塚委員 それでね、いま河芸のほうの話が出たんですけど、実は私河芸のほうへサークルで

行ってたんですけど、そんな文化祭に出ますかっていうお話しもなかったし、それ

から公民館の館長さんらの意気込みていうのか、それの差だと思うんですね。  

それぞれの事情もあるでしょうけど、片田公民館で講座をしてまして、出前講座で

違う公民館、センターでしてみえた方が片田公民館で発表会に出なきゃいけないっ
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てことで集まっていただいた時に、ほかの講座生の発言もあったし、だけど生徒さ

んそんなんすんの最初から聞いてへんわとかいうようなことでいろいろあったん

やけども、最後は参加をしてみえたんですね。だから講座をしてみえる先生の意気

込みと公民館の館長さんらの意気込み、取組の姿勢によって生徒さんは動くと思う

んですね。そんなんで、地域によってばらつきがあるのは、いかんかなと思います

ので、やはり成果は発表する場があった方が私はいいと思います。以上です。

辻本委員長 ありがとうございます。今のお話ですけどね、合併以前の文化協会と公民館との関

係というのがありましてね。例えば河芸の場合は今公民館長がおっしゃったよう

に、公民館と文化協会が一緒になって大きな文化祭をやってると。一志の文化協会

などは公民館と文化協会が別々でやるとかね。いろんなケースがあるんです。で、

旧津市内の場合は公民館の文化祭、文化協会とか文化芸術団体協会の発表会は別に

ありまして、全然関係ありません。それと旧津市の場合、これはいま全津市になる

のかどうか分かりませんけれども、市民文化祭というのがですね、年間やってるん

です。年間ね。ですからそういうところに参加していただくようになれば、発表の

場はいくらでもあると思いますので、もっと調べていただいて申し込んでいくとか

ね、待ってないで、やるよと言っていただければ割に発表の場があるかも分かりま

せん。まあ、その辺はまた調べていただければというように思います。

ほかに、なにか。

伊藤委員 15 ページでございますけども、生涯学習情報バンクについてお尋ねいたします。

真ん中辺の黒く塗ってあります 28 年度取り組み内容の成果・課題のところでござ

いますけれど、まず文字の違い、3 年の 1 度ではなく 3 年に 1 度かと思います。全

体として登録数が大幅に減ったという久居でございますけれど、ここに書いてござ

います活動の休止とか、高齢のために大幅に減ったというふうな評価がされている

わけでございますけれど、もちろんこういう形での登録をやめた方もいらっしゃる

んでしょうが、私が考えるにはせっかくバンクに登録したにも関わらず、活用され

ていない、講師の方と利用される方のアクションがうまく取れてないんじゃないか

な、というところが大きいと思うんですね。せっかく登録してどなたからもアクシ

ョン頂けないから、じゃあもう今回は登録するのをやめようと、いうようなことが、

結構な数あるんじゃないかと思いましたので、先生と市民の皆さんに活用するため

の、うまくここのところの、どういうふうに使っていただいたらいいかなというこ

とを、もう一度周知していただけるとありがたいかなと思います。

辻本委員長 ありがとうございます。

今伊藤委員がおっしゃったとおりだと思います。登録してるメンバーですとか、利

用したいと思っている方との接点がうまくいってないとだろうと。これはもう、こ

こ最近に限ったことじゃなくて、前からもそうだろうと思うんですが、ここね、非

常に難しいところだと思うんですね。で、これは 3 年に 1 回の登録の更新があるわ

けですけど、その時に我々も更新するための情報をいただいて、更新するようにし

ておりますが、それを見る機会がね、利用したいと思ってる人たちがみる機会が、

少ないのかも分かりませんがね。そのへんをどのように改善するかがテーマなのか

もしれませんが。これは生涯学習のほうで何かございますか。

米山生涯学習

課長 

生涯学習課長です。すみません、文字の訂正をさせていただきます。

そうですね、これにつきましては、ＨＰ等で掲載させていただいて、そこでそれぞ

れの講師の方、ボランティアで来ていただきたい方、それを見ながらマッチングを

していくということで、我々は直接それに関わってないというのが、現状でござい

ます。それゆえに活用が少ないということですね、登録数が少なくなったという面

も、可能性として確かに考えられるかなあと思ってます。もう少しＨＰで表だけで

見せてくんじゃなしに、活動の写真であるとかですね、そういったもので興味を引
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くような工夫をしていく必要があるのかなあと感じております。以上です。

辻本委員長 ありがとうございます。いわゆるＨＰの表現の仕方ですね、おっしゃるように、た

だ一覧表を載せておくんではなくて、活動した現場などを教えていただくと、利用

する側としてはしやすいと、いうふうに思いますので、またよろしくお願いします。

よろしいですか。

ほかにございますか。どうぞ。

内田委員 17 ページの「地域とともにある学校づくりについて」で質問したいんですけど。

5 ページの「学校との連携」とも関わってくるかと思うんですが、学校側の要望を

地域の人が知る手段というのは、あるんでしょうか。学校でこういう要望があれば、

例えば地域の人がボランティアであるとか地域コーディネーターに自分も参加で

きると思うんじゃないかなと思うんですが。その手続きというか手段について教え

てください。

敷地教育研究

支援課担当主

幹 

教育研究支援課敷地でございます。「地域とともにある学校づくり」ということで、

教育研究支援課のほうでは特色ある学校プロジェクト事業というのを立ち上げて

させていただいております。そこには先ほどご指摘があったように地域コーディネ

ーターさんが必ず配属されておりますので、各学校は地域コーディネーターのほう

に、今回例えば田植えのことでボランティアが欲しいんや、というふうなことを依

頼させていただきます。その方がいろいろな地域の各団体の方にご依頼させていた

だいて、実際にボランティアに来ていただいておると。いま田植えを言いましたけ

ど、地域の昔の遊びだとかですね、そういうボランティア的なところでは、交通安

全の見守り隊なんかもそうなんですけども、学校でご協力いただきたい地域の方を

地域コーディネーターさんから発信させていただくという形を取らせていただい

ております。

辻本委員長 ありがとうございます。よろしいですか。

河合委員 すみません。先ほどのお答えの中で地域コーディネーターを各学校に配置し、とあ

りましたが、地域の人はですね、どなたが地域コーディネーターか知らないんです

ね、どういう方がなってらっしゃるんですか。またそれを知らせてくれる方法って

いうのは、どういうふうにあるんでしょうか。

敷地教育研究

支援課担当主

幹 

失礼します。現在 128 名の方が地域コーディネーターをしていただいております。

その中の 48 人の方は地域のいろいろボランティアをされている方、というふうに

聞いております。中には教員ＯＢだとかＰＴＡのＯＢの方とか、比較的地域と密接

に関係を持った方々が、基本的に入っていただいてます。ただご指摘いただいたよ

うに、どなたがという発信はしてないところはありますので、いままで学校に特に

関わっていただいた方にお願いして、その方が地域とつながっていただいてますの

で、地域の方がどなたが地域コーディネーターかは知る状態じゃないかと思いま

す。

河合委員 それではつながれないんじゃないかな、と私は思うんですけど。ですから地域の人

が地域コーディネーターさんに、こういうこと学校でやったらどうかなあっていう

ようなことが、情報として提供できるように計っていただければありがたいな、と。

私は地域の人を知りません。地域コーディネーターさんがどなたか。はい。そうい

うことで、地域の人みんなが関心を持って、こういうこと子供たちに、地域のこと

を教えてあげたらいいなあというようなのを、地域コーディネーターさんにお願い

したりですね、意見を述べたりできる、というような、もう少し下までのシステム

があればいいなと思います。よろしくお願いします。
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辻本委員長 どうもありがとうございます。平成 30 年からですね、小学校を含めてでしょうけ

ども、地域連携教諭を置かなければならない、というように言われておると思うん

ですが、その辺は津市としては準備がございますか。

森学校教育人

権担当理事 

学校教育人権担当理事の森と申します。よろしくお願いします。例えば地域とのつ

ながりということで、例えばいま国のほうでこの前、地教行法が改正されて、コミ

ュニティスクールなんかは例えばこう、努力義務、設置努力義務というふうなこと

をいわれて、何とか作っていくようにしなさいとか、あと地域共同本部というふう

な感じで、とにかく地域とつながって、今までもそうなんですけど、地域と共に学

校を運営していきなさいと、どちらかというと今までは学校がお願いをしてだった

んですけど、共に参画をしていただくと、地域の方も同じように学校運営に関わっ

ていただくという方向で、学校を考えていきなさいというような方向も出ておりま

す。今、地域コーディネーターのことも、いまおっしゃっていただいたように、こ

ちらから一方的にお願いするのではなくて、どういうことを望んでいるか地域の方

全体が知っていただくと、大変ありがたい話でございますので、周知とかそのあた

りを考えさせていただくということで。校長先生は特に学校便りなんかを地域の方

へ回覧させていただいてると思うんですけど、その中に地域コーディネーターをこ

んな方にお願いしましたとかですね、いろんなことが考えられると思うので、また

ちょっと一回考えさせていただきたいと思います。

辻本委員長 ありがとうございます。これ余計なことなんですけど

前田委員 委員長、すみません。これ学校便りの事を思ってたんですけど。うちの地域は学校

便りが 2 カ月に 1 回くらい、隔月くらいかなあ、回ってきて、で紹介とか学校行事

とか何日こんなんがあるもんで地域の皆さんお世話掛けますとか、そういうのは回

ってくるんですけど、これやっぱり小学校忙しいもんで、地域差っていうのはあり

ます。実際、いやそんなん見たことないっていう地区も聞いてますけども、やっぱ

りそういうのがですね、回覧板が一番見るじゃないですか、それを一回教育委員会

さんのほうから、各学校長さん、忙しいとは思いますけれども、それが一番見ると

思いますのでね、その内容の中に、いまの地域コーディネーターさんというのは、

まだ全小学校中学校にはいってないとは思うんですけど、こういう要望がきてると

いうのを、どこかで一括して、分かるのを、各担当の学区だけじゃなくて、市役所

の何課に聞けば、いまあそこの学校でこういう声が上がってますよ、というような

ものも、ちょっとこう分かるようにしていただくと、学校に直接はなかなか行きに

くいもんです。うちも校区の学校やったらいつも行ってますけども、行ったことな

い小学校やと、一つ間違えたら不審者で通報されるっていうご時世ですので、そう

いうのもあるもんで、あと、せっかくやる気になっていただいた地域の方が、すご

くやりたいんやけど、どこへ聞けばいいんやというようなことも聞かれたことがあ

りますんで、ちょっと考えていただけたらなと思います。

辻本委員長 ありがとうございます。この問題はですね、我々社会教育委員というのは、学校教

育以外の生涯学習をすべて関わるようなことについて、教育委員会から諮問された

ことについて提言するとかね、それに関わることに研究調査するとか、いろんなこ

とをやりなさいと書いてあります。社会教育委員東海北陸研修大会とかね、三重県

の連絡協議会なんかに出ますと、こういうテーマがかなり出てきます。そして今の

この学校問題にしてもですね、今お聞きしてると社会教育委員としての立場で何か

できないだろうかと、いうようなことが考えられるわけですけど、我々ももう少し

その辺のことを考えながら、ご協力できる点は社会教育委員として、やっぱり考え

ていかなあかんだろうと思います。で、顕著な例はですね、何回も申し上げるんで

すけど、文科省から表彰を受けておりますけど、名張の百合が丘小学校というとこ

ろはですね、ほめほめ隊という、これ社会教育委員が最初関わって、今は法人化さ
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れましてね、ＮＰＯ法人かなんかになったかも分かりませんが、社会教育委員から

離れてそういうのになってるかも分かりません。それとか四日市の小学校が、三重

県ではその二校が現在表彰といいますか、文科省から受けております。で、それの

ほとんどが社会教育委員が関わってる、という事例なんですけど、やはり我々の近

くにそういうことをやって、学校と地域をつないでうまく回ってると、いう事例が

ありますのでね、我々も二校についてやっぱりそういうことを勉強していく必要が

なかろうかと、いうようなことを思っております。この辺はこれからの課題でしょ

うけども。とくに、ここに出てきたことで、いま問題になってるようなことはです

ね、我々の会議も含めて、凛として解決できるようなこともあるかもしれませんの

で、その辺については皆さんのご協力をお願いしたいと、そういうふうに思います。

ほかに、ございますか。ないですか。それじゃあ、次に行かせていただいてよろし

いですか。

 それでは次の、先ほどの 18 ページの下ですけど、「２地域の人材育成について」

ということで始めまして 23 ページの「施設の整備充実」の上まで、について皆さ

んのご意見を賜りたいと思いますが、よろしくお願いいたします。

平野委員 生涯学習活動の支援に合わせまして、ちょっとお願いしたいと思います。婦人会も

どの支部も高齢化に伴いまして、活動するのには交通手段といいますか、アクセス

の問題が本当に難しくなってきているもので、そんな中でも環境問題なんかで津市

の焼却場の設備がすごく良くなったと聞けば、見学に行きたいという希望がたくさ

んありますし、また老人ホームなども訪問して見学したいという声もたくさん出て

るんですけども、先日ちょっとお話を伺いましたけれども、市のマイクロバスの使

用方法が緩和されて、利用させていただけるというようなお話をお聞きしましたの

で、ぜひ婦人会も今年はマイクロバスが利用させていただけるように、お願いでき

たら、また活動ももう少し前向きになるんかなあと思いまして、お願いやらお尋ね

やら、いたします。ありがとうございます。

辻本委員長 ありがとうございます。それについて、お願いします。

米山生涯学習

課長

生涯学習課長です。婦人会などの活動について、交通手段をというお話をいただき

ました。この話は、この前、婦人会の総会の時に少し会長のほうからご要望があり

ました。市長のほうもお答えさせていただいてるんですけど、市のほうではかつて

各市町村ごとにバスなり持っていたと。それぞれの地域の、白山なり美杉なりの地

域の中で運用していたというのが現状です。それを財産管理課のほうで改めまして

ですね、市内、都市的にですね、それらを包括して必要なところに必要な分を、バ

スをですね、回せるような、そういう仕組みを作っております。ので、まあ当然バ

スには限りがありますし予約状況もございますけども、市内のリサイクルセンター

ですとかそういう施設の見学ですとかは、これの調整などは可能だと思いますん

で、日程とかバスの行程とかですね、ご相談いただけれれば対応できるかと思いま

すので、またご相談ください。よろしくお願いします。

辻本委員長 ありがとうございます。そのお願いは教育委員会にすればいいんですか。

米山生涯学習

課長

そうですね。その団体を所管している課が受け付けるような形になりますし、地域

であれば地域の教育事務所になりますんで、その内容によるかとは思いますが。

辻本委員長 はい。ありがとうございました。よろしいですか。

ほかに、ございますか。

前田委員 すみません、22 ページのところですが。子供会のほうも先週の日曜日に今年度の

総会が無事に終わりまして、教育長も青少年センター所長も先生方ありがとうござ
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いました。22 ページのところで、子供会洋上教室と言うのが子供会では大イベン

トとして長年続いている行事なんですけど、今年度旅行業者の入札をやって、去年

までよりも若干会費も安くすることになりましたんで、ぜひ今年もたくさんの参加

者をお願いしたいということで、小学校の校長先生にはチラシをもうお配りさせて

もらってあると思うんですけど、やっぱり行ってよかったわって 5 年生の子供が 6
年生でもまた行きたいというような声も聞いてますもんで、そちらの宣伝もお願い

したいというので。それと 29 年度の目標の一番下でございますが、参加を推進す

るために関係団体との連携を深め支援をお願いしますって、この関係団体というの

は、具体的にはどのような団体を考えてみえるのか、教えてください。

小島青少年担

当副参事

青少年担当副参事小島です。まず洋上教室の件ですけれども、私ども小中学校の校

長会を通しまして、ぜひ興味のあるお子さんには参加していただきますようにとい

うことをお願いしております。いつもチラシをまいてお願いしてるんですけど、ぜ

ひ興味のあるお子さんがいたら担任の先生からひと声かけてくださいねと、いうふ

うな形でお願いをしておりまして、今現在、目標が定員 200 名でしたね、その定員

の中ですでに 100 名を超えてくる申し込みが今現在ありますので、去年の 137 名

に追い越すかなあ、というようなところで、興味津々で見守っているところでござ

います。それから、先ほどの青少年育成活動への参加を推進するため関係団体との

連携を深めっていうふうなことは、これはここに書いてございます、青少年育成関

係団体、青少年育成市民会議、それから津子連、市子連の皆さんとの関係をより深

めていくというふうなことでございます。以上です。

辻本委員長 はい、ありがとうございます。よろしいですか。

河合委員 18 ページのところで二つ質問とかお願いとかがあります。まず初めにアのところ

の「社会教育関係団体の活動について」なんですけど、この何年間とかは分かりま

せんけれども、子供会の数が非常に減ってると思うんですね。それから婦人会も減

ってると思うんですね。それで防災とかの関係から考えても、もっともっと各地域

でこれを構成していかなければいけないんじゃないかなという声はたくさん聞か

れてるんですけど、なかなか実施に向かっていかないわけなんですね。それで各地

域もう子供会人数が減ったからやめ、とか、もう私どもの地域も、もう何年てない

んですけど、婦人会のほうもございません。で、それを市のほうから各地域に向け

てこういう団体づくりは大切なのでっていうことで、何か地域の懇談会とかでです

ね、もっともっと具体的になるような何か働きかけをしていただけたらなというよ

うな、ひとつ希望があるんですけど、どのように取り組んでらっしゃるかを教えて

ください。

米山生涯学習

課長

生涯学習課長です。社会教育団体の活動の支援ということで、子供会はまた別に話

があるかと思うんですが、婦人会のほうにつきましては、津市婦人会連絡協議会と

いうところがございます。各市内の婦人会が何団体かございまして、それの連絡協

議会に向けまして、うちのほうから補助金のほうを交付させていただいておりま

す。団体全体の支援ということで、その先については連絡協議会のほうから、各支

部なり各地域に向けてですね、働きかけなり活動をしていただいておると思いま

す。直接的にそこまでさせてもらっていないというのが、現状ではございます。

辻本委員長 はい、ありがとうございます。

小島青少年担

当副参事

青少年担当副参事でございます。子供会のほうですけど、例えば市子連という子供

会の、大きな津市全体の組織がございますけれど、その役員の方々が昨年度からそ

れぞれの地域単位の子供会を必ず一回は回るというふうな取り組みを行っていた

だいております。ですので例えば、ひとつの子供会を私が聞いておりますのは、大
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体 50％位の組織みたいなことを伺っているんですけれど、それぞれの地区の子供

会の役員の皆さんはどういうふうにしたら広げていけるんだろうかと、お悩みを持

っておられます。これを津市全体の市子連の子供会の役員の皆さんがずっと回って

悩みを聞いていただいて、広げる方略について相談をされていると。こういうふう

な取り組みをされてきておりますので、本年度もこれを続けていくというふうなこ

とになってございます。こういった取り組みに、私共は活動の助成を行っておりま

す。私共も津市全体の子供会の役員の皆さん方といろんなことでお会いしますの

で、いったいどんな方法が良いかというようなことは、どんどん相談に乗らせてい

ただきながら、ともに知恵を絞っていきたいなというようなことは思っておりま

す。以上でございます。

辻本委員長 どうもありがとうございます。いま津市の子供連絡協議会ですかね、のお話が出ま

したけれども、三重県にも、津市の上部団体として三重県の子連というのはあるん

でしょうか。

小島青少年担

当副参事 

青少年担当副参事です。県の段階では県子連というのがございます。

辻本委員長 こないだ私ここでも発表させていただいたんですが、福井県が全国で一番活動して

るんですね、福井県の子連の一つの団体である永平寺地方がその発表をしておりま

した。昨年度の研修大会でですね。で、それによりますとものすごい活動をしてる

んですね。先ほどもこの中に書いてありましたけども、運営するために小連を卒業

した人たちがボランティアとして、いわゆるサブリーダーとかジュニアリーダーと

かを作って活動を手当てしてる、という発表があったり、子連が何をやってるのか

ということを市民に分かってもらうために、福井県の場合は壁新聞というのを作っ

てコンクールをやって県知事賞とかそういうのを出してる、というような発表があ

りましたけれども、今のところお話をお聞きしますと、津市の場合は各地域の子供

会に対して、ある程度の経済的な支援をやってそれ以上のことは各地の子供会にお

任せしてる、というようなことになりますかね。はい、ありがとうございます。

でね、結局ね、今までのお話を全部聞いてるとね、我々社会教育委員て何をやって

ってたらいいんかな、というようなね、感じなんですよね。私たち、ここにあるこ

とを一生懸命皆さん読んで来ていただいて、本当にご理解いただいて、いろんな意

見が出てるんですけど、それを今自分に当てはめてみると、私たちは何やってるの

かなと、反省することいっぱいなんですが、まあ、そういう意味で社会教育委員と

いうのはかなり重要な立場にあるなというようなことを、いま再反省しているとこ

ろです。ほかに何かありませんかね。

河合委員 先ほどの二つ目なんですけど、イのほうです。家庭教育の支援というところなんで

すけど、ここでは人材育成のために家庭教育支援コーディネーター養成講座が平成

17 年から私ども関わってるんですけど、それで、ちょっとその方向が変わったよ

うな気がするんですね。人材育成で始まったのですけど、最近は人材育成ではなく

て保護者対象になって、昨年度からですかね、保護者対象になっているんです。人

材育成が必要じゃなくなったというわけではないので、ここのところをもう一度二

つの方向で考えていっていただければありがたいと思います。ですから公民館活動

として、思春期の児童生徒とか未就学児の保護者を対象にっていうのは、公民館活

動として実際に保育している人たちに対する教育でやってもらってるのは、もちろ

ん大事なことであると思うんですけど、コーディネーターについては、ここで実は

終わってるんですね。終わるときに私は 17 年度から 27 年度まで高田短期大学と

ＮＰＯ団体と、この団体で実践編を担当しました者なんですけど、方針が変わりま

したって断られたときにですね、コーディネーターの養成につきましては、公民館

では無理かもしれないけれど他のところと連携して、この人材育成とかコーディネ

ーター養成を行っていただきたいという要望を出しておいたんですけども、ここの
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ところを何故かってずっと考えてきたんですけど、コーディネーターを養成して、

ここにですね書かれておりますように、家庭教育を支援するボランティアを育成す

るというのが 10 年間貫かれておりました。それで修了生につきましては、あなた

方には資格を与えるわけではありません、と必ずおっしゃるんですね、修了証書を

渡すときに。そういうふうに言われてしまうと、ちょっと活動の場が難しくなるわ

けなんですね。他の県などを考えてみますと、そこで資格って、どの程度の資格か

分かりませんけれど、与えて活動していただくという形もたくさんあるんです。そ

れでそこのところをちょっと考えていただければありがたいなあと思います。なぜ

ならばこのことはですね、ボランティアだけではできない、非常に重い責任を持っ

ていることなんですね。ですから、このコーディネーターというのは、ボランティ

アでするのではなくて、養成を受けた人たちがお仕事に責任をもってやるというよ

うに変化していっていただければ嬉しいな、と思います。どんどんやはり家庭の教

育力が減っておりますので、こういう第三者の応援というのは非常に大事だと思い

ますので、またどこかで考えていただければ、嬉しく思います。よろしくお願いい

たします。

辻本委員長 公民館長よろしくお願いします。

松永公民館事

業担当副参事

公民館事業担当副参事でございます。確かに委員おっしゃいますように、昨年度か

ら家庭教育支援セミナーの内容が変わっております。なぜ、変えたかというところ

なんですけど、まずは受講される方の要望がずいぶん変わってきたというようなこ

とがひとつはございました。純粋にボランティアを希望される方よりも、実際に自

分の子育てに生かしたい、あるいは孫の守りに生かしたい、中には例えば幼稚園の

先生とか保育園の先生の資格を持ってる方がいらっしゃって、さらにスキルを身に

つけたいとか、様々な方が受講されるようになりました。そういったことからです

ね、昨年度からはボランティア養成だけでなく、もう少し幅の広い家庭教育セミナ

ーというふうな感じで内容を変更して 10 回講座を開催しております。ただその中

ではですね、引き続きボランティアに関する内容も取り組みもございまして、結局

去年 18 名に受講していただいたんですけど、5 名の方がボランティア登録はされ

ていただいております。ちょっと講座の色味は変わっておりますけれど、ボランテ

ィアの育成という内容の部分は引き続き実際はやっております。

辻本委員長 どうもありがとうございます。で、今、河合委員のほうから資格の問題が出ました

けど、これは講座であって資格を与えるようなところではないと、私も思いますし、

これ難しいですよね、資格取ろうと思ったら何か試験があって、そういう試験を受

けてちゃんとした教育のもとに資格を取らないとですね、津市が勝手にあなたはこ

ういう資格を与えますなんてことは、これは出来ないと思うんですが。

松永公民館事

業担当副参事

公民館の講座の一つとしてやらしていただいております。当然自分らには能力はご

ざいませんから、今現在高田短大とご協力いただきますけど、そこはきっかけ作り

といいますか次にボランティア登録をしていただいたりする場かなと。そこが公民

館の限界かなと思います。さらに専門的なところで、ご自分でさらにスキルを付け

ていただくというふうにお願いできたらなあと思います。

辻本委員長 はい、ありがとうございます。

河合委員 もちろん私は公民館活動の限界とか、そういうのを踏まえて今の意見を言わせて

いただいております。市全体として子育てのことが大事であれば、人材の活用の

仕方を、私の言い方がうまく伝わらなかったかもしれませんが、もう少し、どん

どん新しい関わりとか教育の仕方とか変わっていっておりますので、そこをお勉

強した人たちのスキルをもっと大事にして活用していただけたら、ということで
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意見を言わせていただきました。今後のお考えに検討していただければ、嬉しく

思います。

辻本委員長 ありがとうございます。次に、ございますか。無ければ、ちょっと時間が。予定の

時間があと 1 時間しかございませんのでほかに進めさせていただきたいと思いま

す。それでは 23 ページの「学習施設の整備充実」から最後まで行きたいと思いま

すが、よろしくお願いします。

前田委員 すみません。ちょっと先ほどのところに戻って関連してくるかもしれませんが、放

課後児童クラブ、28 ページ、学童についてですけど、この学童がさっきの子供会

活動との共存というかバランスが難しいのかなと。学童に一生懸命やってもらって

てそれでうちの子は学童に入れておけば安心できるっていう年齢組織でもありま

すし、子供会も昔から、我々小さい頃は学童保育というのが無いところもありまし

たもんで、それに代わってたのかな、とか。そのへんが両方ともこれから発展させ

るっていうのは、ある意味難しいのかなと。そのへん、ちょっと。学童保育、校舎・

施設が新しくなります、あと、観音寺地区の学童さんが三重大附属に移転するって

いうことも、新聞とかで大きく取り上げられていましたもので、市民の皆さんの関

心というのは、学童保育っていうのは今こんなことやっとるんやなとか、分かって

らっしゃる方が多い。例えばさっきの子供会については、うちの地域に昔あったけ

ど最近聞かんよなあっていうふうになって、そのへんの考え方っていうのは教育委

員会さんとしては、難しい質問やと思うんですが、どのように考えておられるのか

小島青少年担

当副参事

青少年担当副参事でございます。今のご指摘いただいたことは、学童保育があるこ

とによって、本来その時間帯に子供会が開催されていたら子供会の行事に参加でき

るんだろうけども、学童保育があることによってなかなか参加できないと、例えば

そういった意味合いかなあと、ちょっと理解をしたところでございますが。そのへ

んの子供会と放課後児童クラブの関連につきましては、今のところまだこういうふ

うな方向でやっていこうとかそういったところはございません。もしそういうふう

なことがあるのであれば、そのあたり、どういうふうに子供会が発展していくこと

と、放課後児童クラブのほうは、やはり共働きのご家庭とかですね、ひとり親のご

家庭とか大変なニーズがございますので、これもやっていかなきゃいけないと、い

うふうなことで、この両立がいかにうまくいくかということは、いろいろと検討し

ていかないといけないことだと、いま認識をさせていただいたところでございま

す。以上でございます。

辻本委員長 どうもありがとうございます。よろしいですかね。古市委員。

古市委員 今の関連しまして。最近ですね。ひとり親家庭がずいぶん増加しております。また

最近のですね、社会問題である児童の貧困ということにも関わってですね、放課後

児童クラブっていうのが果たす役割っていうのはですね、ますます大きくなってき

ておりますし、その必要性も求められております。そのような中でですね、聞くと

ころによりますと、施設の整備とも安全安心との関連があると思うんですけど、中

にはですね、もう児童がいっぱいでですね、施設が狭いと、中には待機児童もです

ね、生まれてきとるようなクラブもあると。また、その逆にですね、小さな小学校

区ではですね、運営上経営上その存続は難しいと。両極端といいますかね、そうい

う大きな課題があると。そのへんの現状をですね、津市ではどんな現状かを、一点

目にお聞かせ願いたいと。それからふたつ目にはですね、運営上新設していくのは

非常に難しいですね。要望したりするのが。指導員の要請とか、運営上経費とかで

すね、いろいろな面がある。しかもですね、それは共働きの家庭とかですね、そう

いうふうな児童を対象にしとると。それに比べて、すべての子供を対象にしてです

ね、地域の力も借りてですね、そして子供の居場所を作り、学習の場を作っていく
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という、放課後子供教室というのがございますね。放課後子供教室。現在津市では

開設されていないと聞いてるんですけど、そのへんのとこらへんですね、それなら

比較的簡単に要請もしてあげられるし地域で作られると。ということですべての子

供が対象になるといういい面があるんですよね。そのへんの現状ですね、で、それ

をもし要請した場合、どういう形ですれば可能なのかどうか、それも併せて津市の

現状ですね、二点、お聞かせ願いたいと思います。

  
辻本委員長 お願いします。

小島青少年担

当副参事

青少年担当副参事でございます。津市の放課後児童クラブの現状といたしまして、

委員おっしゃっていただきました通りのことが津市の中にはございまして、例えば

ひとつの施設で子供たちの数が増えてきて、予想を超えるぐらいの勢いで増えてく

るということで、非常に狭くなっているというようなところは、もちろんございま

す。それから逆に一方で、少子化というふうなことのなかで、当初いた人数がどん

どん減ってきて少なくなってきてしまっているというところもございまして、例え

ば補助金の関係でいきますと、10 人を切ってくると非常に少ない補助金になって

きますので、運営してくのが非常に難しくなるんですね。そういったことになりそ

うだな、というところもございます。ですので、様々な地域の状況の中で安定的に

運営できているところもたくさんございますけれども、そういった委員がご指摘の

状況がございます。これらのことにつきまして、私共それぞれの放課後児童クラブ

の運営委員さんがお見えですので、そことしっかりと連携を取りながら相談に乗ら

せていただいて、どういった方法がとれるかなというようなことを知恵を出し合っ

てるというようなところでございます。あとですね、二点目の放課後子供教室とい

うことでございますけれども、これはまあ国の制度の中ではそういうものがござい

ます。これについて私ども津市としては、実はまだどこも開設はしておりませんで、

これはどういった形で放課後児童クラブと放課後子供教室が共存できるかたちで、

どういう展開ができるであろうかということは、現在検討しているところでござい

ます。以上でございます。

辻本委員長 ありがこうございました。今のお話ですと、放課後児童クラブと子供会、前田委員

の話ですと子供会のメンバーが減っていっておって、なかなか昔の子供会の状況が

今はなってない、というようなお話でしたですね。放課後児童クラブのほうに行く

方のほうが多いだろうと、まあ当然だと思うんですが、いろんな他の市や町の例を

見てますと、子供会は土日にやるんだと。で、ウィークデイには放課後児童クラブ

でやるんだ、と。ていうような住み分けをしているところもあるんですね。そして

子供会も地域によっては居場所を公民館が担っていると。石川県の輪島市は公民館

18 館あるという事でしたが、その 18 館がですね、子供会の、放課後児童クラブ以

外のところで、土日の子供会の集まりに関わっていろんなことを教えてやると。で、

その子供会の集まりに参加しているボランティアは、地域のそれぞれのスキルを持

った人たちが集まってきて、今日は藁草履作りだとか、凧作りだとかというような

テーマでいろんなことをやってるんですね。そういうことを輪島市は 18 館の公民

館でやってると。いうようなことも発表しておられたんで、ウィークデイと休みを

住み分けると。今非常に難しいのは、どこでもそうだと思うんですが、子供さんの

いわゆる学習塾へ通うというのと、いわゆるクラブ活動ですね、なかなか両立が難

しいんだと、おっしゃっておられましたけど、その辺のことも勘案しながら考えて

いただければいかがかなあ、と思っておりますが、よろしくお願いいたします。

えっと、ほか。はい、伊藤さん。

伊藤委員 表記についてのご質問でございます。進捗管理の最終年度ということでございます

ので、訂正についてあえて無理強いするつもりはございません。まず 27 ページで

ございますけども、ここの考古資料の活用のところでございますけれども、真ん中
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辺に出張講座という表記がございます。人権の講座とかあるいは三重短期大学が行

っている講座については、ほとんどが出前講座という表記ですけども、あえてここ

については出張講座という表記がされてます。なかなか分かりづらい、どう違うん

かなというふうに言われるとなかなか難しいかな、と思うんですけど、統一された

方がいいんじゃないかなというご意見でございます。もう一点は、その次の 29 ペ

ージでございますけど、学校体育施設利用団体数 620 団体と書かれてございます

けども、60 団体が 10 回ずつ使ったのか、100 団体が 6 回ずつ使ったのか、なかな

か分からないのですね。620 団体が 1 回ずつ使ったのかも分かりません。ですか

ら、何団体が延べ 620 団体だったんだ、ということを表記された方がいいんじゃな

いかと思います。というようなご意見です。

辻本委員長 どうもありがとうございます。表記の問題ですけれども、もうちょっと分かりやす

く書いていただければいかがか、というふうなことだと思います。それと出張と出

前と、いうのも中身は同じだと思うんですが、記載の仕方を統一したら、というよ

うな意見だったと思います。この辺について。

米山生涯学習

課長

生涯学習課長です。出張講座と出前講座、すみません、それぞれ従来から別々の課

でやってる所もございまして、不統一だったと思います。出張講座というのはどち

らかというと市のほうから出ていくというようなイメージでしたんで、市民目線か

らすればむしろ出前講座のほうが適切なのかな、というふうに感じております。そ

れから 620 団体につきましては、それぞれ各学校に登録されている団体ですので、

この 620 団体が母体、母数になって、それぞれ 1 団体が 1 回のとこもありますし、

1 団体が 100 回のところもありますが、そういう形でなっております。これは、こ

ういうかたちで報告させていただきます。以上です。

辻本委員長 ありがとうございます。次、水谷委員。

水谷委員 はい。すみません。こちらの方でお尋ねしていいのかどうか分からないんですけど、

施設の整備と充実となっているので、いいのかなと思ってお尋ねさせていただきま

す。サービスの強化、図書館、そういうふうになっております。ここの 29 年度の

サービスも大変大事なことと思っておりますが、私が利用させていただいておりま

す久居の図書館、あそこの駐車場がずいぶん、前の総合支所の工事に伴って今駐車

場が少なくなっております。平日とか行事の無い時にはいいんですが、土日もそう

なんだと思いますが、行事のある時はちょっと車が停められなくて、お話に来て下

さるお母さんやお父さんが車が停められないので帰ってかれたり、図書館としては

近くの公民館とか福祉会館をご利用くださいって、手はちゃんと打っていただいて

あるんですが、あれはいつまで続くのかなと。あのまま建つまでずっとあのままな

のかしらって。ちょっとそれを聞きたいなと思って、質問させていただきました。

辻本委員長 これはどなたに答えていただいたらいいのか

國分教育次長 すみません、教育次長でございます。図書館の駐車場ですけど、現在、総合支所の

取り壊した後にお停め頂いておるかなと思います。で、図書館の駐車場については

ですね、久居地域の公共施設の在り方全般とも絡んでくる話ではございますので、

今後もうちょっと全体を俯瞰した見方の中ですね、駐車場については検討していき

たいなというように考えております。ですので、いますぐにどんな形で、というふ

うにはお答えは申し上げられませんけど、あの付近全体の公共施設の利活用という

考え方の中でですね、考えていきたいと思っております。

辻本委員長 どうもありがとうございます。よろしいですか。
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水谷委員 そういった情報というのは、皆さんに発表されるわけですか。なんかそれぞれに狭

いなあ狭いなあって声が聞こえてくるばっかで、どういうふうに皆さん思っている

のかなあと思ってるんですけど。

國分教育次長 先般、3 月の議会でしたかね、そこでもご質問いただいた事がございまして、その

時も今私が申し述べたことをですね、答弁をさせていただいたわけなんですけど。

皆さんのほうにどのような形でご案内を差し上げるかというのは、まだ正式な方法

で何も決まっておるようなことはございませんので、実際のところ、議会の中での

いわゆる答弁の内容ですとか、きちっとご案内を差し上げるというような形、どう

いうようなとかいうことは、今のところ持ち合わせておりませんけれども、ただ全

体的な方向性として議会の中でもそういうような形でご質問いただいて答弁とし

て、ご答弁申し上げた、というようなところが現在である、というようなところで

ご理解いただきたいと思います。

辻本委員長 ありがとうございました。ほかに、はい。

大原委員 すみません。26 ページの「郷土の歴史・文化を紹介する企画展示」についてお伺い

したいと思います。これに関しまして、文化財担当の方が主体となって、例えば津

市におられます学芸員の方などが展示内容を計画されるのでしょうか。それとも、

ある程度例えば一身田寺内町の館のほうで、これこれこういうことで展示がしたい

というようなことで、主体は寺内町の館のほうにあるのでしょうか。また、関連す

るんですが、一身田ホッとガイド養成講座が 2 年に 1 度開催されるんですが、それ

の養成講座の中身に関しましては、津市との関連はどういったものなのでしょう

か。ちょっとよく分からないのでお尋ねいたします。

米山生涯学習

課長

生涯学習課長です。展示の件でご説明させていただきます。10 周年展覧会などは

生涯学習課の学芸員が中心となって企画運営それから統括をしております。その他

のですね、例えば一身田寺内町の館の展示でありますとか、北畠のほうであります

とか、そういった施設は基本的には指定管理という形でですね、地元のほうの団体

に託しております。その中で自主的にやっていただけるんですけど、なかなか専門

的な部分が不得手な部分も当然ございますんで、津の学芸員のほうからも助言、と

いうと偉そうですけど、手助けをさせていただきながら、展示のほうもさせていた

だいております。それから養成講座につきましてはですね、基本的にはボランティ

アの方々の自主的な活動になりますので、直接的にそれに関わっているわけではな

いんですけど、要請があれば講師とかですね、そういうものであればいつでも馳せ

参じるようなつもりでおります。

辻本委員長 どうもありがとうございました。

ほかに。じゃあ、時間も迫ってるんですが、先ほどの 27 ページのところだと思う

んですけど、考古資料の活用ということで、私美里町でですね、柳谷河川化石群と

いうのがあります。これ三重県の天然記念物指定になっておりまして、美里の文化

センターのエントランスの、まあ入口にですね、畳一畳、もうちょっと大きいかな、

くらいの化石が保管されておりまして、美里文化協会の会長さんに一回見てくれと

言われて見に行ったんですが、ああいう状態で保管しておくとかなり悪くなるだろ

うと、見に行くときに三重県総合博物館の館長さんですね、彼は化石の大家だそう

だっていうんで一緒に行ってもらったんですが、こんな立派なものがこんなとこに

放り出されてるっていうのは、津市の宝を失うんじゃないでしょうかっていうよう

なことを言っておられました。そしてその館長の話では、小学校の子供たちに化石

の勉強をするための材料として使えないだろうかというようなこともおっしゃっ

ておられましたし、それからその館長の話では、京都府に山城郡というのがありま

すね、伊賀上野の隣のあたりですが、そこからも同じ物が出るんだそうです。です
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からこの化石が出来るころの年代っていうのは、伊勢湾、今のこの海があの辺まで

行ってたんだろうと。そして向うの小学生は、この形が見られるのは、育ったとこ

ろを見ようと思ったら津まで行ったらいいよって館長が言ってると、いうようなこ

とをおっしゃってました。そういう意味でこの化石群をですね、もう少し活用され

てはどうかなと。で、地元としても置き場に困ってるんですね。まあとにかく文化

ホールの中にドカーンと置いてありまして、地元の人たちは、個人の人が掘り出し

てきてそこへ寄付されたんだそうですね。ですから個人としては、もう美里町にあ

げたんでどうしていただいてもいいと、いうようなこともおっしゃってるんです

よ。で、私見ますとものすごいですね、サメのあごの骨だとか貝だとかイルカの骨

だとかですね、そういうのがいっぱい入っている。で、そういうのをもうちょっと

市として活用されたらいかがかなあ、と思いますんで、またいっぺん見ていただけ

れば、と思います。以上です。

ほかに、ございませんか。

前田委員 最後にちょっとお聞きしたかったんですけど、今美里の話が出たから美里ではない

んですけど、この 4 月から小中一貫校のみさとの丘学園が開校されたと思うんです

けど、2 か月半が経ちましてどういう状況なのかっていう現状とですね、今後他の

生徒数減少の地域でですね、このような小中一貫校を新たにということを、考えて

おられるかどうかっていうことを、お聞かせいただければ。

森学校教育・人

権教育担当理

事

学校教育・人権教育担当理事の森でございます。ありがとうございます。地域の皆

さんにご理解いただきまして、この 4 月から開校しました。状況ですけれども、い

ろんな側面からあるんですが、まず子供たちの様子ですが、やはりその、小学校で

行きますと少人数でいた状況が、今 30 数人の学級になっておりますので、当初や

っぱり戸惑ったっていうのが、これは教員も同じなんですけど、少ないところです

と 10 名を切るような人数だった、平均して 10 数名の子供たちを見ていたわけで

すので、それが、当たり前なんですけど、30 何人の数になって、子供たちも戸惑

い、先生方も戸惑ってたのが当初、です。ただ、子供たちは、まず良いことを言い

ますと、やっぱり 1 年生から 9 年生までが一緒ですので、一緒に、休み時間も例え

ば 7 年生 8 年生の子たちが小さな子たちと一緒に遊んでるという、非常にほほえ

ましい状況っていうのがあります。それがすべていいとは限りませんけれども、非

常にほほえましい状況、やさしい雰囲気を作っているというのがあります。それか

ら、先生方も職員室が一つになってますので、その一つの職員室に 1 年生から 9 年

生までの全部に関わる先生がいますので、お互い子供たちの情報を共有しながらや

っておりますので、すべての子供たちの情報が入ってくるというふうなことで、子

供理解ということでは非常にいいのかなあという状況があります。そうですね、当

初は大変あわただしい中でスタートしましたし、ちょっと落ち着かない状況もあっ

たんですが、1 年目ということもありまして、先生方もずいぶん加配とかで入って

いる状況もありますので、そういった中でお互い支援しながら、ずいぶんひと月半

くらい経つんですけど、この前も教育委員さんたちと学校を見させてもらったんで

すけど、ずいぶん落ち着いてきたということを聞かせていただいております。ただ、

先生方がちょっと疲れてるかなという心配があるのは事実です。それと、もう一つ、

やはりこのいわゆる小学校中学校の先生方がお互い交流して子供を教えます。例え

ば中学校の美術を持った人が、小学校の図工を教えるとか、小学校の英語も免許を

持った人が小学校の英語を教えるとか、いうようなことで、その専門性を生かして

ですね、学力向上なんかも期待できるんじゃないかなあと思っております。じゃあ

今後どうするかってことなんですけど、この平成 29 年度で津市そのものの小中一

貫教育ていうのは、すべての中学校区でスタートをするっていうか進行するという

かスタートする、小中一貫教育は津市内すべての小中学校でスタートすることにな

るんですけど、その中の一つの形がこの義務教育学校という一つの形になります。

で、一番の理想としては、今言ったように一つの施設の中で居るっていうのが、一
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番小中一貫教育をするにはやりやすいとは思っていますけども、ただまあ世の中す

べてがそうするっていうわけには、なかなかできない状況ではありますので、隣り

合わせで隣接した学校が小中一貫をするっていうこともありますし、中学校区の中

で離れたところで、それの中でいろんなそういう情報共有しながら小中一貫教育を

するっていうのもあります。いろんな形があるので、それぞれの地域の状況に応じ

て、小中一貫教育を進めていくということで、これから例えばどこかの学校に何年

後か先に義務教育学校を作るとか、一体型施設の小中一貫校を作るっていう予定

は、今のところございません。

辻本委員長 どうもありがとうございました。

このチェックリストにつきましては、本当に皆さんから前もってチェックしていた

だきましたんで、本当に我々が知らなければならないことをいろいろとお聞きする

ことが出来ました。ありがとうございました。で、次に参りますわけなんですが、

今回ほとんどの部署の皆さん方がこのようにご出席くださっておりますので、今日

委員のほうからお願いしました意見につきましては、またいろいろとご検討いただ

いて、そしていい方向に向けて我々もご協力してまいりたいと、いうふうに思って

いますので、よろしくお願いいたします。

続きまして次の項目でございますが、「平成 29 年度社会教育関係団体事業計画

案・収支予算案」について進めてまいりますけれども、本日ここにですね、先ほど

からいろんな意見が出ておりましたけれども、婦人会の方、それからＰＴＡの方、

津ユネスコ協会の関係の皆様が、委員として出席されておられますけれども、退席

せずにこのまま会議を進行していただきたいと思っております。しかしながら、今

申し上げた団体の方々は予算等の採決には関係者として異議を唱えたり賛成をす

る、ということについては出来ませんので、御承知おきをいただきたいと思います

ので、この今申し上げました婦人会、ユネスコ協会、ＰＴＡの代表の方はよろしく

お願いいたします。それでは、課長のほうから。よろしくお願いいたします。

米山生涯学習

課長

それでは、公益財団法人津市社会教育振興会から御説明します。１ページから３ペ

ージをご覧ください。公益財団法人津市社会教育振興会は、青少年の心身の健全な

育成と、広く社会教育の振興に寄与することを目的として設立された財団法人で、

津市青少年野外活動センターにおいて親子のふれあいを深める事業や、子どもたち

が積極的に参加できる事業を実施します。 予算につきましては、事業活動収支予

算が 4,012 万 5 千円で、そのうち市からの補助金は 3,066 万 6 千円で、昨年度から

35 万 2 千円の減額です。昨年度は体育館アリーナ床補修工事を実施いたしました。

今年度は、研修室空調修繕を予定しており、引き続き青少年の安全・安心の活動場

所を確保するため、施設整備に努めていきます。

次に ４ページ・５ページをご覧ください。津市ＰＴＡ連合会では、研修会、体育

大会、レクリエーション活動、文化祭、広報紙の発行などの事業を実施します。

予算につきましては、781 万 472 円で、昨年度と比べて 18 万 3 千 547 円の増額に

なります。市からの補助金は、323 万円 8 千円で、昨年と同額です。

次に６ページ・７ページをご覧ください。津市婦人会連絡協議会では、新聞の発行

などの連絡調整活動、指導者研修会などの学習活動、そのほか健全な家庭づくり運

動、社会を明るく、住みよくする活動や防火推進事業を実施します。

予算につきましては、338 万 8 千円で、昨年度と比べて 1 万 9 千円の減額です。市

からの補助金は 210 万円で、昨年と同額です。

８ページ・９ページをご覧ください。津ユネスコ協会では、国際交流活動、研修活

動、奉仕活動など、いろいろな企画を実施しています。

予算については、35 万 5 千円で、昨年度より 1 万 2 千円の減額です。市からの補

助金は、昨年度と同様の 9 万 6 千円です。

引き続きまして、小島担当副参事より説明いたします。
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小島青少年担

当副参事

青少年担当副参事でございます。青少年担当では、津市青少年育成市民会議及び津

市子ども会育成者連合会の青少年育成関係団体に対して、青少年の健全育成に向け

た取組が進められるよう、支援しています。

資料１０・１１・１２ページをご覧ください。

津市青少年育成市民会議は、中学校区単位の地域育成組織が２０及びこの会に賛同

する団体等が４０、合計６０の組織もって構成しています。

その取組の主なものとしましては、「中学生のメッセージ２０１６」作文や非行防

止・地域安全ポスターの募集、研修会やリーダーズセミナーの開催、「子どもＳＯ

Ｓの家」旗事業の推進等でございます。

予算につきましては、収入の部、支出の部ともに２１９万円で、前年度比で２千円

減になっています。市からの補助金は１９０万円で、昨年度と変わりございません。

続きまして、資料１３・１４・１５ページをご覧ください。

子ども会とは、意図的に地域に組織された異年齢集団であり、そこでの活動を通し

て個人の成長と集団の成長とを願う社会教育団体でございます。

津市子ども会育成者連合会では、主な活動として、洋上教室、子ども会大会、さく

らの写生展示会等を実施しています。

予算につきましては、歳入、歳出ともに７５６万５千円で、前年度比で２千円減に

なっています。市からの補助金は７３５万円で、昨年度と変わりございません。

以上で説明を終わります。

辻本委員長 どうもありがとうございました。特に質問ということもないでしょうが、今担当の

かたそれぞれから、お話しがございましたけども、予算案を承認させていただくと

いうことでよろしいでしょうか。

赤塚委員 これ、２８年と２９年の予算案はあるけども決算額は報告されないんですが。実際

どのように予算が執行されたかわからんのに、これを認めろというのは、過去かか

らの流れもあるかもしれやんけども、ちょっといかがかなと思います。

辻本委員長 そのへんについて、読んでいただくと決算が出ている団体と出てないのがあります

ね。ＰＴＡは出てますね。

米山生涯学習

課長

社会教育団体への補助金に対しての在り方について、社会教育委員会に諮られせて

いただいております。従前から決算額については報告をさせていただいておりませ

ん。

辻本委員長 ありがとうございました。今の説明でよろしいですか。

赤塚委員 いくら使ったかの決算がない事業に対して、２９年度もこれだけ交付することに対

しては疑問に感じるんですけど。津市の予算がどのように使われたか報告がなけれ

ばわからないじゃないですか。それは、お宅らのほうが、きちっと見てもらって正

確に、津市の予算を使って成果があったと理解して進めていば良いのですか。

米山生涯学習

課長

成果につきましては、実績報告書を見させていただきます。その内容につきまして

も確認させていただきます。ご承認していただいた内容が適正に達成できていると

いうことは、こちらで責任をもって発表させていただいておりますので、ご承認を

いただけたらと思います。

辻本委員長 ありがとうございました。 はい、どうぞ

大原委員 すいません。ちょっとお聞きしますが、津市ＰＴＡ連合会のところの収入の部の

170×21,000 というのは、会費が 170 円で会員が 21,000 人いるということです
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か。それからもう一つ、市子連の会費 20 円×10,700 人というのは、個人の方が

10,700 人いるということですか。よくわからないので、よろしくお願いします。

小島青少年担

当副参事

青少年担当副参事です。市子連の方から説明させていただきます。今年度 10,700
人のお子さんが子ども会に登録されているということで、一人 20 円ということで

ございます。

米山生涯学習

課長

２８年度は 21,281 人の会員が見えまして、その平均的な数値を 170 円の会費にか

けたものでございます。

辻本委員長 ありがとうございました。この件につきましては、生涯学習課長の説明もありまし

たように、各団体から教育委員会に報告が上がってきて、ちゃんとチェックがされ

て、今皆さんの前にありまして、ご承認をいただきたいということになります。

２８年度の予算と２９年度の予算と実績の変化をみているんですが、中身について

は、よろしいということを念頭において、賛成してもらえるかもらえないかという

ことで、皆さん意思表示をしてもらえますか。拍手でもってお願いします。

【拍手多数】

辻本委員長 ありがとうございました。続きまして、社会教育委員の活動についてです。概要に

ついてですが、私からご説明します。これも４月２４日の協議会のときに出席いた

だいた方には、了承をいただいております。そのときに出席されていない方のため

にご説明申し上げます。皆さんのお手元の最後のところにつけてあります。「だが

しや楽校」で遊ぶ 学ぶ つながる事業という印刷物がありますが、昨年度生涯学

習まちづくり研究会ＴＳＵという団体が実践された企画でございます。これがどう

いうことかと申しますと、中を開いてもらいますと、はじめにというところに、こ

れがどうやって生まれてきたかということが書かれてあります。かいつまんで申し

上げますと、山形県で「だがしや楽校」というのが生まれまして全国に広がってき

ているとうイベントです。思い出していただければと思いますが、駄菓子屋という

のがあって、１０円か２０円を握って走っていくとおじさんやおばさんが店番をし

ておって、そこで仲間が集まってきてお菓子を買ったりクジ引きをやったりして楽

しんだと、そういう雰囲気をつくりながら子どもの成長をみんなで見守っていこう

という試みなんですね。そこに書いてあるとおり、子どもが主役、あなたの子ども、

みんなが主役というキャッチコピーがついてございますが、今、大々的にやられて

いるのが、東京都の杉並区が非常に盛んだそうです。昨年度、生涯学習まちづくり

研究会ですが、中央公民館のサークルのメンバーでして、南が丘まつりというのが

８月にやられているそうですが、そこの祭に実験的に参加して、その後に公民館の

文化祭でも実践してみたとのことで、２つの場所での成果をここにまとめてありま

す。それで読んでいただければとおもいますが。何でこんなものを出してきたのか

というと、私たち今までに議論をしてきたのですが、生涯学習というところに焦点

を絞ったところで議論をしてまいりました。生涯学習を実践する場というのが、チ

ェックリストを見ましても、ほとんどが公民館、子どもたちのところでは放課後児

童クラブだとか子ども会で実践しています。特に生涯学習課の実践の場というの

が、今のところ公民館しかないないだろうと思っています。そいう意味で昨年の 10
月末を目標に３カ月間くらいかけて、新しい時代の公民館の在り方という実行委員

会が持たれました。そこで公民館をどのように、市民のために活用してもらうかと

いうことを提言させていただきました。その中で大きな役割を果たすのは、公民館

は敷居が高かったらダメだ、とにかく高い敷居をなくしましょう。そして誰でも、

子どもでも大人でも高齢者でもみんなが集まって、楽しく利用できて学べるところ

がいいんじゃないかということで、中にはサロン化というふうなことを言われる委

員さんもいました。そういったことをまとめて提言させていただきました。これを
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実践する方法として、これが出てきたということです。これは現在、中央公民館長

も出席されておられるんですけども、中央公民館で今年の８月２０日に実践してみ

ようということを考えております。この生涯学習まちづくり研究会は、お金があり

ません。お金がない中でやれると確信しました。なぜ、社会教育委員会の今後活動

になると言いますと、私たちが直接かかわって実践をやったということがありませ

ん。私は２年間ここでお手伝いさせていだだいておりますが、何もやってきません

でした。そういう意味で我々がフットワークを使ってできるものが何かないかと探

しておりましたら、たまたまこういう報告物にあたりました。社会教育の全員とは

いいませんが、これに御協力いただける方がおれば、８月２０日に開催されるもの

に企画から関わっていただいてみたらどうかというのがテーマでございます。

そして最終的には、最初に事務局から説明がありましたけども、平成３１年度に三

重県で東海北陸社会教育連絡協議会が開催されます。場所が津市に決まりました。

総合文化センターを会場にして開催されます。三重県で開催されるとなれば、津市

は何らかのかたちで、社会教育委員の活動について報告をしなければならないだろ

うと思います。カテゴリーが５つあります。青少年の育成、社会教育委員の役割、

地域の活性化、伝統芸能を活かしたまちづくり、もうひとつは忘れてしまいました

が、そういうカテゴリーの中で何かを指定されるだろうと思います。これがあるか

らやるのではなくて、とにかく一回やってみよう。その結果、そういう場で活用さ

せてもらったらどうかと現在考えております。中身につきましては、どういうこと

ができるのか検討中です。それで、私が考えていることを発表しますと、社会教育

委員が主担当とするならば、お金も何もございせんから、委員の皆さのマンパワー

だけをお借りしたいと思います。ペーパークラフトの組み立て、何故かというと、

私、津文化協会の理事長をやっておりまして、６月１３日から７月２日までに半泥

子の「甦る半泥子と千歳山荘展」という展示会を三重県総合博物館の展示室を借り

て、博物館と共催で開催することになっております。そこの中の土日に子どもさん

を集めて、半泥子の洋館と和館の模型を作って、組み立ててもらう作業をやっても

らいます。その資料を２００部くらいもらうことにしました。そのペーパクラフト

をもって社会教育委員会のブースを作ろうと思っています。狙いとしては、子ども

たちを中心に利用者の拡大だと、とにかく公民館にまずきてもらうことだと。少し

容易に参加できるようにし、居場所を作ってリピーターを作り様々な学びの紹介を

提供するんだと。私たちとしては、ペーパークラフトの組み立てによって大正時代

の文化的建築物を実感してもらう。津市における千歳山の偉業をそこから学んでも

らうということを考えております。我々以外にどんなことがあるかというと、マジ

ック、輪投げ、剣玉ゲーム、お面、似顔絵などのブースを作って子どもに参加して

もらうという計画をしております。それから、インセンティブがないと子どもさん

たちも喜ばないということで、ゲームに参加していただいたり、スタンプラリーも

考えております。そういうスタンプラリーを完成した子どもさんたちには、インセ

ンティブが必要だということで、実は公民館長にお願いして、おやつカンパニーへ

行ってきました。協賛してほしいというお話しをしてきて、協賛はお金ではなくお

やつカンパニーの製品で協賛をしてほしいということをお願いしましたら、津市の

公民館がそういうことをやるのであれば協力したいと言っていただいております。

お金がなくても、そういう援助でやれるだろうというのが現状です。そういうこと

を考えながら、「だがしや楽校」を通して、もし三重県から依頼があったら、これ

を持って発表できないかなと思っています。概ね２４日に出席していただいた方に

は賛成していただいているんですが、今日初めて聞かれた皆さんの御意見を聞かせ

ていただきたいと思います。私の説明で足らないところがあれば、松永中央公民館

長から説明をお願いしたいと思います。

よろしいでしょうか。松永さん何か付け加えることはないでしょうか

松永公民館事

業担当副参事

公民館事業担当副参事です。御協力ありがとうございます。冒頭に委員長からお話

しがありましたように、昨年に新しい公民館の検討をさせていただいて、指針のほ
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うも考えさせていただきました。その中で大きな声があったのは、公民館は色んな

世代の方に使っていただく、魅力ある場所にしていかなあかんという御意見が多数

ありました。そういった方向性が出た中で、中央公民館でいろんな活動をしている

団体にお声がけをさせていただいて、何か中央公民館で新しい考え方に基づいて一

歩踏み出すことができないかなあと雑談の中で、ご相談をさせていだくことを続け

てまいりました。具体的に形としてでてきたのが、様々な生涯学習体験を中央公民

館で子どもたちにしていただく場をつくりたいなということがお話しとして纏ま

ってきました。予算も何もありませんので、これから検討していくんですが、8 月

20 日に向けていろんな、一般の団体の方もみえますし、講師の方も見えますし様々

な方がこれに御協力していただいております。その中で社会教育委員の皆様も御協

力いただければと思います。よろしくお願いします。

辻本委員長 ありがとうございます。今も館長さんからも言われたことでございます。結果とし

て、三重県からの呼びかけがあったときには、断れないと思いますので、この結果

を報告したいと思います。内田委員さんは、教育学部で子どもを教えるための先生

に教育をされていると思いますが、何か御意見がありましたらお願いします。

内田委員 最近、小学校では、特に三重大の近隣の小学校では大学生が小学校へ入っていった

り世代をこえた交流を盛んにやっております。教育学部なので学校の中で子どもた

ちと接する機会だとか保護者の世代の方と接する機会があれば大学生も非常に喜

ぶかなと思います。

辻本委員長 夏休み期間中なので、大学生の皆さんは居ないかもしれないけども、これは面白い

から手伝ってやろうという学生がいれば参加していただければありがたいなと思

います。よろしくお願いします。

内田委員 大学生も普段からボランティア活動に積極的な学生が多いので、アナウンスして参

加しくれそうな学生に声をかけたいと思います。

辻本委員長 他になければ、今回の会議は終了させていだきたいと思います。

米山生涯学習

課長

本日は、長時間にわたりまして御審議ありがとうございました。これにて社会教育

委員会を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。


